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■
事
前
申
込
み
が
必
要
で
す

　
す
こ
や
か
市
民
健
診
は
、
全
て

予
約
制
で
す
。
受
診
を
希
望
す
る

方
は
、
事
前
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
次
の
方
に
受
診
申
込
書

を
送
付
し
ま
す
。

・
過
去
3
年
間
に
受
診
し
た
方

・
豊
岡
市
国
民
健
康
保
険（
国
保
）

に
加
入
の
40
〜
74
歳
の
方

・
平
成
25
年
度
に
40
歳
に
な
る
方

・
国
が
示
す
が
ん
検
診
推
進
対
象

年
齢
の
方

※
受
診
申
込
書
が
届
か
な
い
方
は
、

電
話
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
健
診
を
受
診
す
る
ま
で
の
流
れ

①
案
内
…
2
月
25
日
発
行
の
市
広

報
紙
と
一
緒
に「
す
こ
や
か
市

民
健
診
の
ご
案
内
」を
全
戸
配

布
し
ま
す
。　

　

②
申
込
み
…
期
間
内
に
、
健
康
増

進
課
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

③
受
診
票
の
送
付
…
5
月
以
降
、

順
次
、
個
別
に
郵
送
し
ま
す
。
案

内
し
た
受
診
日
時
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。
都
合
の
悪
い
場
合
は
日

程
変
更
が
で
き
ま
す
の
で
、
健
康

増
進
課
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

④
受
診
…
受
診
票
を
持
参
の
上
、

案
内
し
た
健
診
日
・
会
場
で
受

診
し
て
く
だ
さ
い
。
健
診
期
間
は

5
〜
12
月（
8
月
を
除
く
）で
す
。

⑤
結
果
票
の
送
付
…
受
診
日
か
ら

約
1
カ
月
後
に
、
結
果
票
を
送

付
し
ま
す
。

■
女
性
の
が
ん
検
診

・
子
宮
頸け
い

が
ん
検
診
・
乳
が
ん

検
診（
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
）

が
同
時
に
受
診
で
き
る
日「
レ

デ
ィ
ー
ス
デ
イ
」が
あ
り
ま
す
。

※
一
部
実
施
で
き
な
い
地
域
や
会

場
が
あ
り
ま
す
。

・
日
高
医
療
セ
ン
タ
ー
で
の
女
性

の
が
ん
検
診（
子
宮
頸
が
ん
検

診
・
乳
が
ん
検
診
）の
申
込
み

は
、
す
こ
や
か
市
民
健
診
と
同

時
に
受
け
付
け
ま
す
。

■
そ
の
他
の
健
診

　
す
こ
や
か
市
民
健
診
以
外
に
も

次
の
受
診
方
法
が
あ
り
ま
す
。

①
登
録
医
療
機
関
で
の
個
別
健
診

基
本
健
診
の
み（
40
〜
74
歳
の
豊

岡
市
国
保
加
入
者
）

②
公
立
病
院
で
の
人
間
ド
ッ
ク

　
基
本
健
診
+
各
種
が
ん
検
診
な

ど（
40
歳
以
上
の
方
・
助
成
は

基
本
料
金
の
み
）

※
健
診
の
受
診
は
年
1
回
で
す
の

で
、
い
ず
れ
か
一
つ
を
選
択
し

て
く
だ
さ
い
。

■
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
は
、
一
生

に
一
度
は
必
ず
受
け
よ
う
！

　
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
て
い

る
か
ど
う
か
は
、
血
液
検
査
で
分

か
り
ま
す
。
ま
だ
受
け
て
な
い
方

は
、
ぜ
ひ
、
受
け
ま
し
ょ
う
。

■
一
時
保
育
付
き
健
診
日

　
子
育
て
中
の
お
父
さ
ん
や
お
母

さ
ん
が
健
診
を
受
け
や
す
い
よ
う
に
、

健
診
会
場
で
一
時
保
育
を
利
用
で

き
る
健
診
日
を
設
け
ま
す
。
一
時

保
育
対
象
者
は
1
歳
6
カ
月
〜
就

学
前
で
す
。
一
時
保
育
希
望
の
方

は
電
話
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

健
診
は
年
に
1
度
、
1
〜
2
時
間
程
度
で
す
。
健
康
状
態
を
確
か

め
る
た
め
、
健
診
を
受
け
て
健
康
管
理
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

《
問
合
せ
》
健
康
増
進
課
☎
24

－

1
1
2
7

健
診
を
受
け
て
、
健
康
チ
ェ
ッ
ク
し
よ
う
！

　
「
す
こ
や
か
市
民
健
診
」

申
込
期
間
　
2
月
25
日（
月
）〜
3
月
15
日（
金
）

平成25年度

〈健診の内容〉
受診項目 対象者

基
本
健
診

生活習慣病予防健診 20～39歳の方

特定健診 40～74歳の
豊岡市国保加入者

後期高齢者健診 75歳以上の方

が
ん
検
診

肺がん
40歳以上の方胃がん

大腸がん

乳がん 40歳以上の
偶数年齢の方

前立腺がん 50歳以上の方
子宮頸がん 20歳以上の方

肝炎ウイルス検診
・40歳の方
・過去に受診した
ことがない方

歯周病検診 20～70歳の
偶数年齢の方

腹部超音波検査 40歳以上の方
健診受診者の声
初めて受けたがん検診で結果は要精検。ショッ
クだったけど早く病気が見つかり治療もできたの
で、検診を受けて本当に良かったです。

※がん検診は、健康保険証の種別に関係なく「すこやか市民
健診」で受診できます。

40～74歳
豊岡市国保加入者

ですか？

75歳以上

（健康保険証の種
別は問いません）

　市で受けましょ
う（ただし、糖尿
病や高血圧など
で治療中の方は、
健診の受診につ
いてかかりつけの
医師に相談しましょ
う）。

あなたは、どこで基本健診を受けますか？
まずは、自分の健康保険証の発行者を確認しましょう！

あなたの年齢は？

20～39歳

（健康保険
証の種別は
問いません）

　市で受け
ましょう。就
業 中 の 方
は、職場で
の健診を優
先的に受け
ましょう。

はい

　市で受け
ましょう。

いいえ

　あなたが
加入してい
る健康保険
のもとで受け
ましょう。
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わ
っ
て
契
約
を
交
わ
し
た
り
し
ま

す
。
ま
た
、
交
わ
し
た
契
約
を
取

り
消
す
こ
と
も
で
き
ま
す
。

◆
判
断
能
力
が
著
し
く
不
十
分
な

方
↓「
保
佐
人
」

　「
保
佐
人
」の
同
意
を
得
ず
に
交

わ
さ
れ
た
契
約
を
、
取
り
消
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
家
庭
裁

判
所
に
申
し
出
て
、
決
め
ら
れ
た

範
囲
に
関
し
て
、
契
約
の
代
理
を

行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
判
断
能
力
が
不
十
分
な
方
↓

「
補
助
人
」

　
家
庭
裁
判
所
に
申
し
出
て
、
決

め
ら
れ
た
範
囲
で
契
約
の
代
理
や

取
り
消
し
な
ど
を
行
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
本
人
が
十
分
な
判
断
能
力
が
あ

る
う
ち
に
、
あ
ら
か
じ
め
自
ら
が

選
ん
だ
代
理
人（
任
意
後
見
人
）に
、

自
身
の
生
活
、
療
養
看
護
や
財
産

管
理
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
代

理
権
を
与
え
る
契
約（
任
意
後
見

契
約
）を
公
証
人
の
作
成
す
る
公

正
証
書
で
結
ん
で
お
く
も
の
で
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
任
意
後
見
人
が
本

人
を
代
理
し
て
契
約
な
ど
を
す
る

こ
と
が
で
き
、
本
人
の
意
思
に

従
っ
た
適
切
な
保
護
・
支
援
を
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

　
家
庭
裁
判
所
が
本
人
に
と
っ

て
ど
の
よ
う
な
支
援
が
必
要
な

任
意
後
見
制
度
と
は
？

成
年
後
見
制
度
利
用
ま
で
の
流
れ

法
定
後
見
制
度
と
は
？

の
か
を
考
え

て
、
家
族
や

法
律
・
福
祉

の
専
門
家
な

ど
か
ら
適
す

る
方
を「
後
見

人
」と
し
て
選

ぶ
制
度
で
す
。

　
本
人
の
判

断
能
力
に
応
じ
て
、
次
の
い
ず
れ

か
が
決
め
ら
れ
ま
す
。

◆
判
断
能
力
が
欠
け
て
い
る
方
↓

「
成
年
後
見
人
」　

　「
成
年
後
見
人
」は
、
本
人
の
財

産
を
管
理
し
た
り
、
本
人
に
代

例　

重
度
の
物
忘
れ
が
あ
り
、

普
段
の
買
い
物
も
一
人
で
は

で
き
な
い
方
な
ど
が
対
象

例　

軽
い
物
忘
れ
が
あ
り
、
普

段
の
買
い
物
は
で
き
て
も
、

重
要
な
取
引
行
為
な
ど
は
で

き
な
い
方
が
対
象

例　

日
常
の
判
断
は
で
き
る
が
、

重
要
な
取
引
を
行
う
こ
と
が

難
し
い
、
不
安
が
あ
る
方
な

ど
が
対
象

　

成
年
後
見
制
度
と
は
、
認
知
症
や
知
的
障
害
、
精
神
障
害
な
ど
に

よ
り
判
断
能
力
が
不
十
分
な
方
を
保
護
し
、
支
援
す
る
制
度
で
す
。

　

こ
の
制
度
に
は
、
将
来
、
判
断
能
力
が
不
十
分
に
な
っ
た
と
き
に

備
え
て
、
財
産
の
管
理
な
ど
を
任
せ
る
こ
と
が
で
き
る
方
を
あ
ら
か

じ
め
自
身
で
選
ん
で
お
く「
任
意
後
見
制
度
」と
、
判
断
能
力
が
不
十

分
な
方
が
対
象
の「
法
定
後
見
制
度
」が
あ
り
ま
す
。

《
問
合
せ
》
高
年
福
祉
課
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
24

－

2
4
0
9

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
だ
よ
り

　
　
　
〜
成
年
後
見
制
度
を
ご
存
じ
で
す
か
〜

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
も
、

成
年
後
見
制
度
の
相
談
を
受
け
付

て
い
ま
す
。
本
人
の
生
活
状
況
か

ら
、
成
年
後
見
制
度
の
利
用
を
提

案
し
た
り
、
手
続
き
の
支
援
等
を

行
い
ま
す
。

　
本
人
の
住
所
地

の
家
庭
裁
判
所
で

申
し
出
に
必
要
な

書
類
を
受
け
取
り
、

本
人
、
親
族
等
が

提
出
し
ま
す
。

　
面
接
調
査
や
意

向
調
査
が
行
わ
れ

ま
す
。
場
合
に

よ
っ
て
は
、
医
師

に
よ
る
判
断
能
力

の
鑑
定
が
必
要
な

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
後
見
等
開
始
、

後
見
人
等
を
裁
判

所
が
選
任
し
ま
す
。

　
後
見
人
等
の
仕

事
が
始
ま
り
ま
す
。

審判確定 審判 審理 手続き準備
申し立て

《地域包括支援センターの連絡先》
名　称 住　所 電　話

豊岡地域包括支援センター 立野町12-12 24-2409

城崎・竹野地域包括支援センター 城崎町湯島625-9 32-4599

城崎・竹野地域包括支援センター（竹野分室） 竹野町須谷1478 47-1425

日高地域包括支援センター 日高町祢布891-2 42-0158

出石・但東地域包括支援センター 出石町福住1302 52-7015

出石・但東地域包括支援センター（但東分室） 但東町出合433-1 54-0515


